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所得税の納期限は、3月15日�です。期限までにお近くの金融機関等で納付してください。

４
〜
７
ペ
ー
ジ
で
は
、
税
の
申
告
に
つ
い
て

お
知
ら
せ
し
ま
す
。

▼
４
ペ
ー
ジ
…
所
得
税
の
確
定
申
告

▼
５
ペ
ー
ジ
…
町
都
民
税
の
申
告

▼
６
〜
７
ペ
ー
ジ
…
改
正
さ
れ
る
町
都
民
税

【
事
業
所
得
や
不
動
産
所
得
な
ど
が

あ
る
場
合
】

▼
平
成
１７
年
中
の
事
業
所
得
や
不
動
産

所
得
な
ど
所
得
金
額
の
合
計
が
、
基

礎
控
除
や
そ
の
他
の
所
得
控
除
の
合

計
額
を
超
え
る
方

【
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
等
の
給
与
所
得
者
】

▼
平
成
１７
年
中
の
給
与
等
の
収
入
金
額

が
２
０
０
０
万
円
を
超
え
る
方

▼
給
与
所
得
や
退
職
所
得
以
外
の
所
得
金

額
の
合
計
が
２０
万
円
を
超
え
る
方

▼
２
カ
所
以
上
か
ら
給
与
等
の
支
払
い

を
受
け
て
い
る
方

【
同
族
会
社
の
役
員

ま
た
は
そ
の
他
親
族
等
の
場
合
】

▼
同
族
会
社
か
ら
の
給
与
の
ほ
か
に
、

次
の
収
入
の
あ
る
方

①
同
族
会
社
か
ら
の
配
当
、
同
族
会

社
へ
の
貸
付
金
の
利
息

②
不
動
産
、動
産
、営
業
権
な
ど
賃
貸
料

③
機
械
、
器
具
な
ど
の
使
用
料

給
与
所
得
者
で
確
定
申
告
を
す
る
必

要
の
な
い
方
で
も
、
次
の
方
は
、
確
定

申
告
を
す
る
と
源
泉
徴
収
さ
れ
た
所
得

税
が
還
付
さ
れ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

▼
雑
損
控
除
、
医
療
費
控
除
、
寄
付
金

控
除
、
住
宅
借
入
金
等
特
別
控
除
な

ど
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
方

▼
年
の
途
中
で
退
職
し
、
そ
の
後
再
就

職
し
て
い
な
い
た
め
、
年
末
調
整
を

受
け
て
い
な
い
方

※
確
定
申
告
を
す
る
必
要
の
な
い
方
が

還
付
を
受
け
る
た
め
に
確
定
申
告
を

す
る
場
合
、
給
与
所
得
や
退
職
所
得

以
外
の
所
得
金
額
が
２０
万
円
以
下
で

あ
っ
て
も
、
そ
れ
を
含
め
て
申
告
し

な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

日
　
程

２
月
１９
・
２６
日
�

時
　
間
　
午
前
９
時
〜
正
午

午
後
１
時
〜
５
時

場
　
所

青
梅
税
務
署

10日�・13日�

  9日�～11日�

16日�～28日�
（土・日曜日は除きます）

21日�～24日�

期  間（開催月は2月）　　場　所　　　　　  受付時間　　　　 　　　　その他

瑞穂町民会館

福生駅
プチギャラリー3階

羽村市役所
福生市商工会館 
あきる野市役所
瑞穂町民会館

午前9時～11時30分
午後1時～3時
午前10時30分～

午後0時30分
午後1時30分～4時30分

午前9時～11時30分
午後1時～3時30分

�給与所得者、年金受給者、農業
所得者および小規模事業者の
方は、ご利用ください。

�譲渡所得・贈与税の相談は、
税務署でご相談ください。

�福生駅プチギャラリーは、給
与所得者・年金受給者の相談
のみとさせていただきます。

青梅税務署・税理士会による確定申告相談日程

◎
介
護
保
険
の
サ
ー
ビ
ス
利
用
料
が
、

確
定
申
告
で
医
療
費
控
除
の
対
象
と

な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

◎
介
護
保
険
料
は
健
康
保
険
や
年
金
の

掛
金
と
同
様
、
社
会
保
険
料
控
除
の

対
象
と
な
り
ま
す
。

問
合
せ

高
齢
者
福
祉
課

�
５
５
７
―
０
５
９
４

問
合
せ
　
青
梅
税
務
署

�
０
４
２
８
（
２
２
）
３
１
８
５

問合せ　福生警察署防犯係
�551―0110

福生警察署からのお知らせ福生警察署からのお知らせ

町内町内で発生発生の犯罪激減！犯罪激減！町内町内で発生発生の犯罪激減！犯罪激減！町内町内で発生発生の犯罪激減！犯罪激減！町内で発生の犯罪激減！
●瑞穂町内の犯罪発生状況（平成17年12月現在）

平成17年　　  663　　　4　　　  27　　     67　　　399　　　23　　　  0　　　143

平成16年　　  861　　　3　　     30　　   143　　　 503　　　25　　　  2　　　155

増　　減　  ▲198　　　1　　　 ▲3　　  ▲76　　▲104　　  ▲2　　  ▲2　　  ▲12

総　計　  凶悪犯　  粗暴犯　 侵入窃盗  非侵入盗　知能犯　  風俗犯　  その他

　（単位：件）

○知能犯……詐欺など
○風俗犯……強制わいせつ（痴漢）など
○その他……器物損壊、占有離脱物横領など

＜ことばの説明＞
○凶悪犯……殺人、強盗など
○粗暴犯……けんか等の暴行や傷害、恐喝や脅迫など
○侵入窃盗…空き巣など
○○非侵入盗…自転車・バイク盗、ひったくり、万引きなど

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

福生警察署からのお知らせ

★今後も減少するようご協力をお願いします★
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▼
給
与
所
得
の
み
の
方
で
、
勤
務
先
か

ら
町
へ
給
与
支
払
報
告
書
が
送
付
さ

れ
て
い
な
い
方
（
勤
務
先
で
お
確
か

め
く
だ
さ
い
）

▼
事
業
、
不
動
産
、
配
当
、
年
金
な
ど

の
所
得
が
あ
っ
た
方
で
、
確
定
申
告

の
必
要
が
な
い
方

▼
国
民
健
康
保
険
に
加
入
し
て
い
る
方

※
申
告
書
裏
面
の「
収
入
の
な
か
っ
た
方
」

の
欄
へ
記
入
し
、
ご
提
出
く
だ
さ
い
。

▼
平
成
１７
年
分
の
所
得
税
の
確
定
申

告
書
を
税
務
署
へ
提
出
す
る
方

▼
勤
務
先
か
ら
町
に
給
与
支
払
報
告

書
の
提
出
が
あ
り
、
給
与
所
得
の

ほ
か
に
所
得
の
な
い
方

①
印
鑑

②
所
得
を
証
明
す
る
も
の
（
源
泉
徴
収

票
、
事
業
主
の
支
払
証
明
書
、
収
支

明
細
書
な
ど
）

③
社
会
保
険
料
・
生
命
保
険
料
・
損
害

保
険
料
・
国
民
年
金
保
険
料
・
国
民

年
金
基
金
の
掛
金
・
個
人
年
金
保
険

料
お
よ
び
医
療
費
控
除
等
の
領
収
書
、

ま
た
は
支
払
っ
た
額
を
確
認
で
き
る

も
の

※
生
命
保
険
料
で
、
９
０
０
０
円
を
超

え
る
契
約
の
場
合
は
、
証
明
書
の
添

付
が
必
要
で
す
。
ま
た
、
医
療
費
控

除
に
は
必
ず
領
収
書
が
必
要
で
、
あ

ら
か
じ
め
病
院
ご
と
に
合
計
金
額
を

計
算
し
て
お
い
て
く
だ
さ
い
。

④
障
害
者
控
除
を
受
け
る
方
は
障
害
を

証
明
す
る
書
類
等

※
申
告
書
は
郵
送
で
も
受
け
付
け
ま
す
。

元狭山会館

武蔵野
コミュニティ
センター

長岡南会館

日　程　　　 時　間　　　　場　所

2月23日�

2月24日�

3月 1 日�

午前9時～11時
午後1時～  4時

出張受付をご利用ください

期
　
間
　
２
月
１６
日
�
〜
３
月
１５
日
�

（
土
・
日
曜
日
は
除
き
ま
す
）

時
　
間
　
午
前
９
時
〜
１１
時
、
午
後
１
時
〜
４
時

場
　
所
　
町
民
会
館
ホ
ー
ル

問
合
せ
　
税
務
課�

５
５
７
―
７
５
１
９

こ
の
申
告
は
、
１
月
１
日
現
在
の
住
所
地
で
平
成
１７
年
分
の
所
得
を
申
告
し
て
い

た
だ
き
、
そ
れ
に
基
づ
い
て
税
額
を
計
算
す
る
た
め
の
資
料
と
な
る
も
の
で
す
。

所
得
税
の
確
定
申
告
も
併
せ
て
受
け
付
け
ま
す
。

た
だ
し
、
土
地
・
家
屋
・
株
式
な
ど
の
譲
渡
所
得
、
青

色
申
告
、
農
業
・
営
業
な
ど
の
所
得
、
消
費
税
、
相
続
税
、

贈
与
税
は
青
梅
税
務
署
に
直
接
申
告
し
て
く
だ
さ
い
。

平
成
１７
年
度
に
申
告
を
し
て
い
た
だ
い
た
方
な
ど
に
、
申
告
書
を
郵
送
し
ま
す

（
２
月
初
め
に
発
送
予
定
）。

申
告
書
が
届
か
な
い
方
は
税
務
課
ま
た
は
申
告
会
場
に
用
意
し
て
あ
り
ま
す
の

で
、
お
申
し
出
く
だ
さ
い
。

嘱託員・臨時職員の登録募集

学　校
用務員 2名

2名

学校施設管理業務 62歳くらい
までの方

月～金曜日
1日8時間

月～金曜日
午前8時30分～

午後5時

職　種　 人数　  事務・作業内容　　  対　象　　資格・要件等　　 勤務時間　 　　 申込み

◎嘱託員の募集 （雇用期間　4月1日～平成19年3月31日）

粗大ごみ
収集運搬
作業員

粗大ごみ収集運搬
作業（計量作業も
含みます）

学校教育課
�557―6683

60歳くらい
までの方

生活環境課
�557―7612

普通運転
  免　許

問合せ　各担当課へ

◎臨時職員の登録 （登録期間　4月1日～平成19年3月31日）

学校図書
  事　務

55歳くらい
までの方

学校教育課
�557―6683

月～金曜日
1日3時間、週4日以内

職　種　　    対　　象　 　資格・要件等　　　勤務時間等     　　　　申込み

報酬・その他勤務条件…瑞穂町嘱託員の設置に関する要綱、臨時職員の雇用に関する実施要綱によります。

お
詫
び
と
訂
正

「
広
報
み
ず
ほ
」
１
月
号
７
ペ
ー
ジ
、

臨
時
職
員
の
登
録
の
表
中
で
お
知
ら
せ

し
た
武
蔵
野
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー

の
電
話
番
号
に
誤
り
が
あ
り
ま
し
た
。

正
し
く
は
、「
５
７
０
―
０
５
５
５
」

で
す
。
お
詫
び
し
て
訂
正
し
ま
す
。

応募期限　2/17�
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地
方
税
法
な
ど
の
改
正
に
伴
い
、
平
成
１８
年
度
か
ら
町
民
税
・
都
民
税
（
以
下
、
住
民

税
）
が
変
わ
り
ま
す
。
今
ま
で
よ
り
も
税
額
が
増
え
た
り
、
現
在
、
住
民
税
が
掛
か
っ

て
い
な
か
っ
た
一
部
の
方
へ
も
税
を
負
担
し
て
い
た
だ
く
可
能
性
が
生
じ
ま
す
。

こ
こ
で
は
、
そ
の
中
の
主
な
改
正
点
に
つ
い
て
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

●
老
年
者
控
除
の
廃
止

６５
歳
以
上
の
方
で
、
前
年
の
合
計
所
得

金
額
が
１
０
０
０
万
円
以
下
の
方
に
適
用

さ
れ
て
い
た
老
年
者
控
除
４８
万
円
（
所
得

税
は
５０
万
円
）
が
廃
止
さ
れ
ま
す
。

●
老
年
者
の
非
課
税
制
度
の
廃
止

６５
歳
以
上
で
、
前
年
の
合
計
所
得
金
額

が
１
２
５
万
円
以
下
の
方
に
適
用
さ
れ
て

い
た
非
課
税
措
置
が
廃
止
さ
れ
ま
す
。

な
お
、
廃
止
に
伴
う
急
激
な
税
負
担
を

緩
和
す
る
た
め
、
平
成
１７
年
１
月
１
日
現

在
で
６５
歳
以
上
（
昭
和
１５
年
１
月
２
日
以

前
生
ま
れ
）
で
、
前
年
の
合
計
所
得
金
額

が
１
２
５
万
円
以
下
の
方
は
１８
年
度
か
ら

３
年
間
で
段
階
的
に
廃
止
さ
れ
ま
す
。

（
表
１
）

●
公
的
年
金
等
控
除
額
が
変
更

国
民
年
金
や
厚
生
年
金
な
ど
公
的
年
金

を
受
給
さ
れ
て
い
る
方
は
、「
公
的
年
金

等
控
除
」
が
適
用
さ
れ
て
い
ま
す
。
特
に

６５
歳
以
上
の
方
に
は
、
公
的
年
金
等
控
除

の
額
が
上
乗
せ
さ
れ
て
い
て
、
負
担
が
軽

減
さ
れ
て
い
ま
し
た
。

平
成
１７
年
１
月
１
日
以
降
に
支
給
さ
れ

る
年
金
分
か
ら
、
こ
の
６５
歳
以
上
の
方
へ

の
上
乗
せ
措
置
を
廃
止
し
、
６５
歳
未
満
の

方
と
同
様
に
取
り
扱
う
こ
と
と
な
り
ま
し

た
。た

だ
し
、
年
金
収
入
額
に
よ
っ
て
は
、

最
低
保
障
額
を
加
算
す
る
措
置
が
あ
り
ま

す
。公

的
年
金
等
に
係
る
雑
所
得
額
は
速
算

表
（
表
２
）
に
当
て
は
め
て
計
算
し
ま
す
。

６５
歳
以
上
の
方
の
公
的
年
金
等
の
収
入
金

額
か
ら
控
除
さ
れ
る
額
が
変
更
に
な
り
ま

す
。
詳
し
く
は
表
２
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

※
６５
歳
未
満
の
方
に
つ
い
て
は
変
更
あ
り

ま
せ
ん
。

公的年金等の合計額 × 割合 － 控除額

＜計算例＞　
　年齢が67歳で平成17年中の年金収入額が350万円の場合
　3,500,000円 × 0.75 ― 375,000円 ＝ 2,250,000円

◎公的年金等に係る雑所得金額は次のとおり算出します

公的年金等の収入金額の合計額　　      割 合    控除額

　　70万円

  37万5千円

  78万5千円

155万5千円

100％

  75％

  85％

  95％

 130万円未満

130万円以上410万円未満

410万円以上770万円未満

 770万円以上

�昭和16年1月2日以降に生まれた方

平成17年1月1日以降に支給された年金【変更後】

�昭和16年1月1日以前に生まれた方【変更前】

表2

公的年金等の収入金額の合計額　　    割 合   控除額

　  120万円

  37万5千円

  78万5千円

155万5千円

100％

  75％

  85％

  95％

 330万円未満

330万円以上410万円未満

410万円以上770万円未満

 770万円以上

公的年金等の収入金額の合計額　　    割 合   控除額

100％

  75％

  85％

  95％

 260万円未満

260万円以上460万円未満

460万円以上820万円未満

 820万円以上

65歳未満の方の公的年金等に係る雑所得の速算表

65歳以上の方の公的年金等に係る雑所得の速算表

◆ ◆ ◆

◆ ◆ ◆

平成18年度の住民税から適用

140万円

  75万円

121万円

203万円

平成
区分

18年度

19年度

20年度

1,300円

2,600円

4,000円

2/3を減額

1/3を減額

全額課税

所得割　　  均等割
住民税

表１　老年者非課税制度の
　　　段階的廃止の経過措置

みずほ伝言板
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●
定
率
減
税
が
縮
小

平
成
１１
年
度
か
ら
景
気
対
策
の
一
環
と

し
て
導
入
さ
れ
た
定
率
減
税
が
引
き
下
げ

ら
れ
ま
す
。（
表
３
）

●
妻
に
対
す
る

均
等
割
軽
減
措
置
が
廃
止

均
等
割
を
納
め
る
夫
と
生
計
を
一
に

し
、
夫
と
同
じ
町
内
に
住
ん
で
い
る
妻
に

は
、
平
成
１７
年
度
は
、
住
民
税
の
均
等
割

を
２
分
の
１
に
軽
減
し
て
い
ま
し
た
。
平

成
１８
年
度
か
ら
は
、
妻
に
対
す
る
均
等
割

軽
減
措
置
が
廃
止
さ
れ
、
一
定
以
上
の
所

得
が
あ
れ
ば
均
等
割
が
４
０
０
０
円
と
な

り
ま
す
。

●
国
民
年
金
保
険
料
等
に
係
る
社

会
保
険
料
控
除
の
書
類
の
添
付

国
民
年
金
保
険
料
・
国
民
年
金
基
金
の

掛
金
に
係
る
社
会
保
険
料
控
除
の
適
用
に

は
、
保
険
料
の
支
払
い
を
し
た
旨
を
証
す

る
書
類（
控
除
証
明
書
ま
た
は
領
収
書
等
）

を
、
所
得
税
確
定
申
告
書
（
ま
た
は
町
都

民
税
申
告
書
）
に
添
付
す
る
必
要
が
あ
り

ま
す
。

表3　定率減税の改正額

所得割額の
7.5％

所得割額の
15％

上限
4万円

住民税

　18年度
（改正後）

　17年度
（改正前）

上限
2万円

区分
平成

※基礎控除、配偶者控除、扶養控除のみで計算していますので、他に控除するものがあれば「所得税が課
税される年金収入額」は変わります。
源泉徴収税額がない場合、または源泉徴収税額が確定申告による所得税額より少ない場合、不足分の

所得税を納付する確定申告が必要です。源泉徴収税額が確定申告による所得税額より多い場合、超過分
の所得税の還付を受ける確定申告をすることができます。

公的年金等の収入金額が表4の

金額を超える場合には所得税が課

税されますので、原則として確定

申告により源泉徴収税額（公的年

金等から天引きされている所得税

額）の過不足を清算することにな

ります。

該当される方は

所得税の確定申告を

控除対象配偶者等の有無　所得税が課税される年金収入額

65歳未満

65歳以上

108万円を超える場合

151万4,000円を超える場合

158万円を超える場合

196万円を超える場合

206万円を超える場合

無

有（一般扶養親族でも可）

無

有（一般扶養親族でも可）

有（70歳以上の配偶者）

表4

※概算のため、税額誤差±100円の誤差があります。
　昭和15年1月2日以前生まれの方は、　　の部分は3分の2減額となります。
　基礎控除、配偶者控除のみで計算していますので、他に控除するものがあれば税額は少なくなります。

65歳以上で配偶者を扶養している方　　　　  　　65歳以上で配偶者を扶養していない方

○町都民税の納付の目安（収入が公的年金のみの方が対象です）

公的年金の収入額     平成17年度　平成18年度　   公的年金の収入額　　平成17年度　平成18年度

0～212万円の場合

220万円の場合

260万円の場合

270万円の場合

300万円の場合

330万円の場合

　　 0円

　　 0円

　　 0円

  9,700円

19,300円

28,800円

　　 0円

　　 0円

　　 0円

23,700円

33,300円

42,800円

　　 0円

  7,200円

53,400円

58,100円

71,900円

85,800円

0円～155万円の場合

160万円の場合

260万円の場合

270万円の場合

300万円の場合

330万円の場合

　　 0円

   4,000円 

38,200円

42,800円

56,700円

70,600円

問合せ　税務課

�557―7519

みずほ伝言板



バランスシートバランスシートバランスシート

問合せ　財政課　薑557ー7483

資産
負債
正味資産

バランスシートの
見方を紹介します

【行政コスト】

【収入項目】

（平成16年4月1日～平成17年3月31日） 
 平成16年度行政コスト計算書

※町民1人当たりの金額は平成17年3月31日現在の住民基本台帳人口
　（33,899人）で計算しています。 

人にかかる
コスト

その他の
コスト

移転支出的な
コスト

物にかかる
コスト

区　分

行政コスト　

町民一人当たり金　額

使用料・手数料等      　　　　　　Ｂ
国庫（都）支出金        　　　　　　Ｃ
一般財源　　　　    　　　　　　Ｄ
収  入（Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）  　　　　　　Ｅ

    4億7,157万円
  17億   180万円  
  80億4,328万円  
102億1,665万円

  13,911円  
  50,202円  
237,272円  
301,385円

正味資産国庫（都）支出金償却額　Ｆ
期首一般財源等                                Ｇ
一般財源等増減額（Ｅ－Ａ＋Ｆ）    Ｈ
期末一般財源等（Ｇ＋Ｈ） 　　　   Ｉ

    5億4,083万円
395億8,002万円  
△5億9,814万円  
389億8,188万円

     15,954円  
1,167,587円  
 △17,645円  
1,149,942円

①人件費
②退職給与引当金繰入等
小　　計
①物件費
②維持補修費
③減価償却費
小　　計
①扶助費
②補助費等
③繰出金
④普通建設事業費
小　　計
①公債費（利子分のみ）
②不納欠損額
小　　計

  56,285円  
  10,137円  
  66,422円  
  59,743円  
    2,719円  
  39,406円  
101,868円  
  40,988円  
  59,989円  
  38,430円  
  20,554円  
159,961円  
    2,745円  
    3,988円  
    6,733円  
334,984円

  19億   799万円
    3億4,365万円
  22億5,164万円  
  20億2,522万円
          9,219万円  
  13億3,583万円  
  34億5,324万円  
  13億8,945万円 
  20億3,357万円  
  13億   274万円  
    6億9,675万円  
  54億2,251万円  
          9,304万円  
    1億3,519万円  
    2億2,823万円  
113億5,562万円  

人に掛かるコストとは
　行政サービスを担う町職
員に要する費用で、人件費
や退職給与引当金繰入等を
計上しています。

物に掛かるコストとは
　町が最終消費者となって
いるもので、物件費、維持補
修費、減価償却費を計上し
ています。

移転支出的な
　　　コストとは
　他の人や団体に移転して
効果が出てくるような費用
で、扶助費、補助費等、繰出
金、普通建設事業費（他団体
への補助金等）を計上して
います。

 その他のコストとは
　上記の３つに属さない費用
で、公債費(利子分のみ)、不納
欠損額を計上しています。      

　上の表は、行政コスト計算書の
一部を抜粋したものです。詳しい
内容については、瑞穂町のホーム
ページをご覧ください。

A

行政コスト計算書とは

地方自治体の行政活動は、バランスシートで明らか
にされる資産・負債等の状況だけでなく、人的サービ
スや給付サービスなどの資産形成につながらない行政
サービスが大きな比重を占めています。

行政コスト計算書は民間企業でいう「損益計算書」
に当たるものですが、営利活動を目的としない地方自
治体の財務活動にはなじまないために、行政コスト計
算書という呼称にしています。

行政活動をコストに着目して把握することにより、
行政サービスの提供に要したコストが明確になるとともに、行政活動の効率性の検討にも役立てることができ、分か
りやすく説明することが可能となります。

バ
ラ
ン
ス
シ
ー
ト

バ
ラ
ン
ス
シ
ー
ト

バ
ラ
ン
ス
シ
ー
ト

行政コスト計算書行政コスト計算書行政コスト計算書行政コスト計算書行政コスト計算書
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